
函館市退職職員の再就職に関する取扱要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は，函館市を退職する職員の再就職の手続等に関し必  

要な事項を定めることにより，再就職の公平性および透明性の向上を  

図り，退職管理の適正を確保することを目的とする。  

（人材バンクの設置）  

第２条 職員が本市以外に再就職を希望する場合に，求人情報を集約

し，提供するため，函館市退職予定者人材バンク（以下「人材バン

ク」という。）を設置する。  

２ 人材バンクの運営に係る庶務は，総務部人事課において処理する。  

（人材情報の登録）  

第３条 人材情報を登録できる者は，地方公務員法（昭和２５年法律第  

２６１号）第３条第２項に規定する一般職の職員（教育公務員特例法  

（昭和２４年法律第１号）第２条に規定する教育公務員および函館市  

病院局職員の給与に関する規程（平成１８年函館市病院局規程第１７  

号）別表第５（２）から（５）までの適用を受ける職員を除く。）の  

うち，函館市職員の定年等に関する条例（昭和５９年函館市条例第４

号）第２条の規定により定年退職する者，函館市職員退職手当条例

（昭和５９年函館市条例第５号）第１１条の２第１１項，函館市企業

局職員の退職手当に関する規程（平成２３年函館市企業局規程第２７

号）第１９条の２第１１項もしくは函館市病院局職員の退職手当に関

する規程（平成１８年函館市病院局規程第１８号）第１９条の２第１

１項の規定により早期退職の認定を受けた日が属する年度の年度末に

退職する者または年齢６０年に達した日が属する年度から定年の前年

度までの間における年度末に退職する者（以下「登録対象者」とい

う。）のうち，本市以外に再就職を希望するものとする。  

２ 人材情報の登録を希望する者は，人材情報登録申込書（別記第１号  



様式）を，各任命権者を経由して，市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の申込書の提出があったときは，当該申込書に記載さ  

れた人材情報を人材バンクに登録するものとする。  

４ 人材バンクに登録された者（以下「登録者」という。）に係る人材  

 情報の登録期間は，前項の申込書が提出された日の属する年度の１月  

３１日までとする。  

（求人情報の登録）  

第４条 市長は，登録者を採用する意向のある企業および団体等（以下  

「求人企業等」という。）から求人票（別記第２号様式）の提出があ  

ったときは，当該求人票に記載された求人情報を人材バンクに登録す  

るものとする。  

２ 求人情報の登録期間は，前項の求人票が提出された日の属する年度 

の１月３１日までとする。  

（情報提供の手続）  

第５条 市長は，求人情報の登録をしたときは，当該求人情報を登録者  

に閲覧させるものとする。  

２ 市長は，登録者の同意を得て，第３条第２項の人材情報登録申込書  

を求人企業等に提供するものとする。  

３ 求人企業等は，最終選考結果を登録者に通知するとともに，採用内 

定通知書（別記第３号様式）を速やかに市長に提出するものとする。  

４ 登録者は，再就職が内定したときは，就職内定報告書（別記第４号  

様式）を速やかに市長に提出するものとする。  

（人材バンクによらない職員の再就職の取扱い）  

第６条 この要綱の規定は，登録者が人材バンクからの情報提供によら  

ず再就職することを妨げない。  

２ この要綱の規定は，登録対象者のうち人材バンクへの人材情報の登  

録を希望しない者が，個人の就職活動等により再就職することを妨げ  



ない。  

（求人企業等への要請）  

第７条 市長は，求人企業等に対し，採用する人材に求める能力，資質

等について十分検討したうえ，職員に限らず広く人材を求めるよう要

請するものとする。  

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

１ この要綱は，平成２７年１０月９日から施行する。  

２ この要綱の規定は，平成２８年３月３１日以降に退職する職員から  

適用する。  

附 則 

この要綱は，平成２８年９月９日から施行する。  

附 則 

この要綱は，平成３０年９月２６日から施行する。  

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は，令和５年９月１９日から施行する。  

 



別記第１号様式（第３条関係） 

人材情報登録申込書 

  年  月  日 

１ 登録者の人材情報 

現所属名   職名   職種   

氏名
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

   性別 男・女 
生年 

月日 
  年  月  日 

住所 
〒  

電話  （  ） 

最終学歴 （  年  月卒業・修了・中退） 

主な職歴 

発令年月 所属 職名 

年   月     

年   月     

年   月     

年   月     

年   月     

再就職に

あたって 

（再就職にあたっての抱負や，市における経験を通じて培った能力などを記載し
てください。） 

  

（民間企業等再就職先で役立つと思われるスキルや資格免許等があれば記載して
ください。） 

  

 

２ 再就職に関する希望条件等 

法人種別 

（複数選択可） 
１ 市出資法人  ２ 民間企業 ３その他（           ） 

業務・分野   希望勤務地 （市町名） 

その他の希望 

（その他再就職にあたって，要望や配慮すべき事項があれば，記載してく
ださい。） 

  

 

私は，函館市退職職員の再就職に関する取扱要綱第５条第２項の規定に基づき求人企業等

にこの申込書を提供することについて同意します。        年  月  日 

 

自署            



別記第２号様式（第４条関係） 

     求   人   票 
受付番号 

 

年  月  日 

事 業 所 名  

所 在 地  

業種および事業内容  

そ の 他 概 要 
設立年月日： 資本金（基本金）： 

役員数：      人 職員数：      人 

※ 以下，該当する□にチェックしてください。また，下線部分には数字を記入してくだ

さい。 

勤
務
地
等 

勤 務 場 所  

勤務先での役職名  

職 務 内 容  

賃
金
等 

賃 金 形 態 
□月給  □日給  □時給  □その他（      ） 

月給・日給・時給の場合，その額（         円） 

通 勤 手 当 □上限なし □上限あり（上限額：     円） □なし 

賞 与 □あり（年  回 計  月分または    円） □なし 

勤
務
時
間
・
雇
用
形
態
等 

勤 務 時 間 時   分から   時   分まで 

休日等 
休 日 □日 □月 □火 □水 □木 □金 □土 □祝 

週休２日制 □毎週  □隔週  □その他（      ）  □なし 

雇 用 形 態 □常勤（正社員） □常勤（正社員）以外（名称：   ） 

雇 用 期 間 □  歳まで  □採用時から  年間 

雇 用 期 間 の 延 長 □あり  □なし 

採 用 予 定 年 月 日 年   月   日 採用予定人数    人 

加 入 保 険 等 □健康 □厚生年金 □雇用 □労災 □その他（   ） 

退 職 金 制 度 □あり  □なし 

特記事項（資格要件，求め

られる知識・経験等） 

 

備 考  

 

連絡責任者 
部署名：         氏名： 

TEL：          E-mail： 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

函館市長 あて 

 

（求人企業等名称） 

 

 

採 用 内 定 通 知 書 

 

 

下記のとおり採用を内定しましたので，函館市退職職員の再就職に関する取扱要綱第

５条の規定に基づき，通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 採用内定者数   名 

 

氏 名：            

 

氏 名：            

 

氏 名：            

 

 

 

 

問い合わせ先 

（求人企業等名称） 

部署名： 

氏 名： 

TEL： 

E-mail： 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

函館市長 あて 

 

所属： 

職名： 

氏名：          

 

 

就 職 内 定 報 告 書 

 

 

函館市退職職員の再就職に関する取扱要綱第５条の規定により，下記のとおり報告し

ます。 

 

 

記 

 

１ 就職内定先の名称 

 

 

２ 就職内定先での役職名 

 

 

３ 就職内定先での職務内容 

 

 

４ 面接実施日 

 

 

５ 採用予定年月日 

 

 

 

 

 


